
はじめに

本稿では, 16 世紀後半の神聖ローマ帝国北西部, クレーフェ公国の領邦都市ヴェーゼル

(Wesel) に焦点を当て, ネーデルランド系カルヴァン派亡命者ゲマインデ (信徒共同体) のネッ

トワークを考察する. ヴェーゼルはネーデルランドと地理的に隣接し, フラマン人と文化面・言

語面での同質性を有していた. 加えて, 商業の面でも, 古くからネーデルランドときわめて親密

な関係にあった(1).

また, ヴェーゼル市は領邦君主の教派的寛容政策の下, 共同体の比較的自由な教派決定権を行

使していた. このため, ネーデルランド反乱, いわゆるオランダ独立戦争の際には, 大量の ｢信

仰の亡命者｣ がヴェーゼル市に流入した. その一部は若干の摩擦を経つつもこの都市に定着し,

一部は故国の戦況を眺めつつ機会をうかがって帰郷した. さらに一部は, この都市を中継点とし

て他の地域に逃れていった. このようにヴェーゼル市は亡命者ネットワークの重要な結節点を成
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要 旨

16 世紀後半のネーデルランド反乱の際に, 北西ドイツには大量のカルヴァン派亡命者が流入し

た. とりわけヴェーゼル市は, ネーデルランドと日常的に商業取引を持つ, 代表的なプロテスタン

ト都市として知られていた. カルヴァン派亡命者はそこで長老会を組織し, それを一つの拠点とし

て, 4 段階のニーダーライン教会会議ネットワークを形成した. 本稿では, この亡命者ネットワー

クの実態, それが各地の亡命者の生存に果たした役割, およびその国制史上の意義の解明を試みる.
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していたのである.

このネーデルランド反乱に伴う大量の亡命者の流入について, ドイツでは 19 世紀末以来, 主

として二つの問題関心から研究が進められた. 一つはネーデルランドの進んだ技術のドイツへの

移転という問題であり, もう一つはニーダーライン地方のカルヴァン派教会の起源の探究である.

ヴェーゼルについては, W. ザルメンハウスが 1913 年に, 技術移転と亡命者ツンフトに関する

詳しい研究を発表している(2). また, 時代は下るが, W. シュテンペルのヴェーゼル宗教改革史

研究は, カルヴァン派教会の起源に関する研究の流れを引くものであると言える(3).

それらの研究を体系化し, 1972 年ハインツ・シリングは主として市民 (経済) 生活と宗教生

活に注目して, 各都市における亡命者の受け入れの比較類型化を行った. すなわち, 市民生活と

宗教生活において在地住民と亡命者の間に緊張の見られる類型 (ケルン, フランクフルト・アム・

マイン), どちらか一方において対立が見られる類型 (ロンドン, ハンブルク), 摩擦無き統合の

類型 (アーヘン, エムデン) という三類型である. その際, ヴェーゼルは最後の類型の代表例と

して位置付けられている(4).

このシリングの研究は, 現在でも最重要文献の一つである. しかし, それは主として, 亡命者

受け入れのあり方を規定した諸条件の, 各都市ごとの比較検討であった. それに対して, 亡命者

に内在した視点, 状況への亡命者の主体的対応に注目する視点の重要性が提起され, 亡命者のネッ

トワークへの関心が高まりつつある. 1973 年の R. v. ロースブルックの研究は, 亡命者たちがそ

の強いられた機会を利用して, 商業ネットワークを築くさまを描き出した(5). また 1980 年代以

降, カルヴァン派の国境を越えた教派ネットワークについても, 研究が進められている(6). これ

らのネットワークは既存の政治的境界の意義を相対化する, ｢下からの｣ 秩序形成の動きとも見

なし得るものである.

本稿では, こうした亡命者に内在した視点から, その商業的・教派的ネットワークの広がりと
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機能を解明する研究を, 16 世紀ドイツ国制史研究の大きな流れと接合させたい. ドイツ国制史

研究の主流をなす教派 (宗派) 体制化 (Konfessionalisierung) 一方で政治権力が教派教

会の後ろ盾を得て権力の正当化を図り, 他方で教派教会が政治権力の後ろ盾を得て, 教義の差異

を先鋭化しつつ自教派の強化を図り, この両者がそれぞれの領域で民衆を規律化するという, 近

代国家形成の第一段階を成す過程を指す概念 の研究においては, 近年 16 世紀社会の流動性

が再注目されつつあるように感じられる. 政治の主導権をめぐって等族・領邦君主・皇帝が対立

し, 諸教派もその教義を未だ固めておらず, 政治権力と教派教会との結びつきも揺れ動いていた.

こうした流動的な状況が凝固し始めるのは, まさしく 1570 年代以降の教派体制化の過程を通じ

てであった. 亡命者と彼らの作り上げたネットワークの存在は, こうした流動的な社会の中でこ

そ, 重要な意義を持ったと言えるのではないだろうか.

その際, ヴェーゼル市の亡命者を扱った近年の重要な研究として, アヒム・デュンヴァルト

『教派抗争と国制闘争』 (1998 年)(7) が挙げられる. 本書はネーデルランド人亡命者の宗教的・経

済的影響についての従来の研究を, 政治的・社会的視座から補完し, それを教派体制化という問

題設定および ｢国家の凝集｣ 過程と結び付けることを企図した研究であり, 亡命者受け入れをめ

ぐる多様な統治権力の衝突と国制闘争との関係を軸に, 議論を展開している. のみならず, 亡命

者数の見直し, ヴェーゼル以外のクレーフェ領邦都市への目配り, 亡命者ゲマインデ概念の再検

討など, 従来のザルメンハウス, シュテンペル, シリングらの研究に対し, 批判的な再検討が加

えられている. ただし本書には, クレーフェ公によるカトリック教派体制化の挫折という, 上か

らの視点を重視するあまり, 下からのカルヴァン派教派体制化の動きを過小評価しているという,

F. コナースマンによる批判が存在する(8). 本稿はこのコナースマンによる批判を引き継ぐもので

ある.

なお日本の研究においても, 石坂昭雄氏が先駆的にこのテーマに注目し, 佐藤弘幸氏・小倉欣

一氏と並んで, ネーデルランド人亡命者による技術移転の問題を扱った論文を発表している. 最

近では須永隆氏が, 早稲田・亜細亜大学の紀要に, イギリスにおけるプロテスタント亡命者の受

け入れ, 亡命者の経済活動・教会規律に関する一連の論文を発表している. また小倉氏と諸田實

氏は, それぞれシリングとロースブルックの研究を紹介する論文を発表している. ただし, 亡命

者ネットワークに関する実証研究は, 未だ今後の課題と言えるのではないだろうか(9).
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以上を踏まえて本稿では, 第一にヴェーゼル市を中心として亡命者が創り上げた長老会の教派

ネットワークの実態を解明し, それが各地の亡命者の生存に果たした役割を探りたい. また第二

に, それを教派体制化の始まりという時代状況の中に位置付け, その国制史上の意義をも問い直

すことを目ざしている. そのために, まず第一章でクレーフェ公国における教派状況と亡命者の

受け入れについて概観する. 次いで第二章でネーデルランド人亡命者のプロフィールと彼らの創

設した長老会組織について検討し, 第三章で長老会のネットワークとその歴史的意義について論

じる.

本稿で用いる史料については, 第一に 1573～82 年のヴェーゼル改革派長老会文書(10)が挙げら

れる. これは, ほぼ毎週の長老会会議記録 (一条項平均 4～5 行, 一週平均 7～8 条項くらい),

書簡, 教会会議決議などから成る長老会の内部文書であり, 改革派亡命者の日常生活がよくうか

がわれる文書である. ただしこの文書においては, 亡命者が主体となって形成されたはずの, ツ

ンフトに関する条項が少ない. おそらくは, 長老会が宗教と世俗の領域を分離しようとしたため

であると考えられる. したがって, ヴェーゼル市のツンフト規約 (公布主体は都市参事会・市長・

参審人であるが, おそらくツンフトが草案を作成), 市民簿, 参事会文書, 都市会計簿, 法令集

など(11)も, 補完的に用いる.
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第一章 クレーフェ公国における教派状況と亡命者の受け入れ

1. クレーフェ公ヴィルヘルム 5世 ｢富裕公｣ と領邦等族議会

クレーフェ公国におけるネーデルランド人亡命者の受け入れについて考える際には, 統治権力

と亡命者との関係がまず考察される必要がある. その場合, 忘れてはならないことは, ｢統治権

力｣ の多様性の問題 当時近世国家形成を進めていたクレーフェ公, 実際に亡命者を受け入

れていた各都市当局, そして最後に亡命者の本来の君主であるスペイン王とそのネーデルランド

総督 である(12).

まずスペイン王とそのネーデルランド総督について. 15 世紀末以来, ネーデルランド諸州は

ハプスブルク家の支配下にあった. 皇帝カール 5 世はさらに 1543 年, クレーフェ公を破ってヘ

ルデルン公国を併合した. この 1540 年代は, フランスとの国境地域から, カルヴァン派が徐々

にネーデルランドに浸透してきた時期に当たる. カールは 1535 年に異端取締令を公布し, 1545

年ネーデルランド 17 州に異端審問官を設置した. この頃からプロテスタント亡命者が隣国ドイ

ツへ流入する. これ以降, カルヴィニズムは一方でネーデルランドからドイツ北西部へ, さらに

他方でフランス・スイスからプファルツ選帝侯領・シュトラースブルクを経てドイツ各地へ, と

いう二つの経路を通じて, ドイツに浸透する. 1559 年カールの娘パルマ女公マルグリートがネー

デルランド総督 (執政) となり, 異母弟のスペイン国王フェリペ 2 世の意向を受けて, 異端審問

を強化する. しかし, 1566 年のカルヴァン派による聖像破壊暴動により, 情勢が緊迫すると,

翌年, ｢鉄の公爵｣ の異名を持つ, 強硬派のアルバ公が総督となり, 在地の新教徒と決定的な対

決に至る. これによって, ネーデルランドから, オランイェ公ウィレムを始めとして, 大量のプ

ロテスタントが隣邦に亡命する. アルバ公はネーデルランド反乱と厳しく対決すると共に, 隣国

にカトリックの維持と, 未だスペイン国王の臣民である亡命者の引渡しを強く迫った. 1576 年,

総督ドン・ファン (フェリペの異母弟) の懐柔により反乱軍は南北に分断され, 1584～90 年に

は総督パルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼ (フェリぺの甥) によって南ネーデルランドが再

攻略された. その際, 特に 1585 年のアントウェルペン陥落は, 再度大量の亡命者を発生させた.

それに対し, 北部諸州は 1579 年以来ユトレヒト同盟を結成し, フランス・ユグノーやイングラ

ンド女王エリザベスの支援を受けながら, パルマ公に激しく抵抗し, やがて 1648 年に正式に独

立を勝ち取ることとなる(13).
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� 川口博 『身分制国家とネーデルランドの反乱』 (彩流社, 1995 年), 森田安一編 『スイス・ベネルクス
史』 (山川出版社, 1998 年), 石坂昭雄 ｢16 世紀におけるネーデルラント・プロテスタントのドイツ
散住 その経済史的概観 ｣, 諸田實 ｢信仰の亡命者｣ を参照.



他方クレーフェ公国は, ニーダーライン領邦連合の一部を成している. 14～15 世紀に一方で

ユーリヒ公国・ベルク公国・ラーフェンスベルク伯領が同君連合国となり, 他方でクレーフェ公

国とマルク伯領が同君連合国となった. 1511 年前者の君主が亡くなると, その遺領を娘婿であ

る後者の太子ヨハン 3 世が継承し, 1521 年彼が父の跡を継いだ時点でユーリヒ・ベルク・クレー

フェ・マルク・ラーフェンスベルク同君連合が成立する(14).

本論文の対象とする時期のクレーフェ公 正確にはユーリヒ・ベルク・クレーフェ公にし

てマルク・ラーフェンスベルク伯 は, ヴィルヘルム 5 世 ｢富裕公｣ (在位 1539-92 年) であ

る. 彼は 1532 年に教会条令を公布した父ヨハン 3 世の跡を継ぎ, 基本的にエラスムス的な改革

カトリック＝教派的 ｢中道｣ 路線を踏襲した. これは ｢神の言葉に基づく｣ という規準を満たせ

ば教派の差異を問わない, 教派的寛容政策 (ただし再洗礼派は除外されていた) であり, 教派的

立場より社会的平和の維持を優先する立場と言える(15). しかしその結果, 彼は意図せずに宗教改

革派に普及の余地を与えることになり, これがクレーフェ公国の ｢特有の道｣ と呼ばれる多教派

並存状況を帰結する.

とはいえ, 彼の教派政策が一貫していたか否かについては議論の余地があり(16), 少なくとも時

期によって, 主として外的要因により, 重心の置き方に差異が生じていたことは否めない. クレー

フェ公は 15 世紀末には ｢その領土においては教皇｣(17) と呼ばれており, 領内へのケルン選帝侯

の影響力を事実上排除し, 1540 年頃には一時的にルター派に接近していた. しかし, ヘルデル

ン継承戦争の敗北の結果, 1543 年のフェンロー条約により, クレーフェ公はカトリック信仰の

維持を強制される. 以後, 公はスペイン・ハプスブルク家による ｢内政干渉｣ を受けることとな
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� Wilhelm Janssen, Kleve-Mark-J�lich-Berg-Ravensberg 1400-1600, in: Land im Mittelpunkt der
M�chte, Kleve, 1985 (3. �berarbeitete Auflage), S. 17-40, hier S.18; Heribert Smolinsky, Julich-
Kleve-Berg, in: A. Schindling und W. Ziegler (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der
Reformation und Konfessionalisierung, M�nster, 1995, S. 86-106.
クレーフェ公国 (推定人口 6～7 万人) の領邦等族は貴族と都市からなる. 貴族 (騎士層) は免税特
権を持たず, その直営地耕作・領主裁判権も, 当該時期には衰退していた. 彼らの所領は散在し小規
模で, 1630 年にはクレーフェ公国において 106 しかなかったとされる. 農民は, 大半は既に 1300 年
頃には領主に地代を支払うのみであり, 領邦議会出席権を持たなかったものの, 貴族・代官・農民代
表からなる自治集会や, 教区議会を開催していた. 1450 年頃以降, 農村工業も徐々に展開していた.
他方, クレーフェ公国で領邦議会出席権をもつ都市 (領邦都市) は 7 つ存在していた (ちなみにユー
リヒでは 4 都市, マルクでは 8 都市が領邦都市であった). ヴェーゼル, エメリヒ, クサンテン以外
の主要都市の推定人口は 1500～2500 人くらいとされる (F. L. Carsten, "The Resistance of Cleves
and Mark to the Despotic Policy of the Great Elector", in: The English Historical Review, Vol. 66
No. 259, April 1951, pp. 219-241, hier pp. 220-222; 公国人口については D�nnwald, a. a. O., S. 19, 21).

� D�nnwald, a. a. O., S. 33ff.

� Ebenda, S. 19ff. クレーフェ公は 1560 年代以降も, 希望者には聖餐を両形色で受けさせることを認め
ていた. 市外で受けないようにという配慮からである.

� Heinz Schilling, Die Reformation in Deutshland, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Scheidewege der
deutschen Geschichte. Von der Reformation bis zur Wende 1517-1989, M�nchen, 1995, S. 15-27,
hier S. 24; D�nnwald, a. a. O., S. 10.



り, とくにネーデルランド反乱の発生した 1560 年代以降は, ネーデルランドのスペイン総督か

らの圧力が強まった. それに加え, ミュンスター司教区の後継問題, 公の評議会の世代交代, ク

レーフェ公の発病, ケルン戦争が, クレーフェ公をよりカトリックへ接近させた. 1570 年代以

降, 彼が等族特権への積極的介入を始めた背景には, こうした教派問題も影を落としていたので

ある(18).

こうした教派問題に対する, 領邦等族議会側の対応を追ってみよう(19). 1557 年, 初めて領邦

議会で教派問題が議題化された. このとき, カトリックとルター派の対話を推進するという公の

提案を, ｢等族間の不信を終え, 良きキリストの喜びと協調を根づか｣ せるため, 等族も支持し

た. 1565 年, 領邦の ｢カルヴィニジールンク｣ を背景に, 改革派への弾圧が強化されると, 1577

年以降, 宗教実践の自由化が等族によって提案される. 1580 年のクレーフェ公への請願に対し

て, 公の評議会は, それは良心のレベルでは許されるが, 実践のレベルでは禁止されるとして否

認した. しかし, 等族は閉会の際に, 評議員に更なる要求を行うという, 非合法な行動に出た.

1583 年の開会時も同様であった. ここで, アウクスブルク宗教和約の解釈をめぐって, ｢アウク

スブルク信仰告白の信仰同族者｣(20) という解釈を援用しつつ, それを諸教派の対等性を保証した

ものと見なす等族側と, ｢君主の宗教が領民に行なわれる｣ という規定を強調する君主側とが対

立することになる. しかし, 公の評議会内でも見解の多様性が表面化し, 結局評議会は, 公の従

来の解答をそのまま等族に提示し, 戦争への中立を約束しただけで, 審議は先送りされた. その
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� Sarmenhaus, a. a. O., S. 15-16; D�nnwald, a. a. O., S. 19ff. こうした流れは, クレーフェ公国だけ
にとどまらない帝国全般の傾向でもある. シリングによれば, 1560 年代は帝国各地でのフィリップ主
義 (注 28 参照) の崩壊の時期であり, 1570 年代は教派体制化への移行期であるとされる (Heinz
Schilling, Die �Zweite Reformation�als Kategorie der Geschichtswissenschaft, in: H. Schilling
(Hg.), Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland－Das Problem der �Zweiten Refor-
mation�, G�tersloh, 1986, S. 387-437, hier S. 401-411).
クレーフェ・マルク常設評議会は, 宮廷 (随行) 評議会とは別に, 1486/89 年に等族の圧力により設
置され, ここを素通りして行政文書を公布することが, 公に禁じられた. それは, 固定的な議席・権
限・職制, 定期的な会議, 合議による決定という特徴を持っていた. ユーリヒ-ベルクでも同様の評議
会が設置され, これらは公に代わってそれぞれ両地域の日常業務を担当した (Janssen, a. a. O., S.
22ff.).

� Oliver Becher, Landst�nde und autonome adelige Konfessionalisierung in der Grafschaft Mark,
in: Westf�lische Forschungen, Bd. 53, 2003, S. 43-70. 一部 D�nnwald, a. a. O. により補足. なお,
領邦議会のコミュニケーション構造は, 現代の議会のそれとは大きく異なっている. そこでは予め公
が議題を提案して後, クレーフェ・マルク領邦議会が貴族・都市合同で開会され, 以後は都市と貴族
は別の部会で, 決議や請願書を公の評議員に渡した. その後公からの解答が手渡されたとき, 審議は
終了となり, 合同で閉会・決議, 請願書への返答の読み上げとなる. このように, 大抵は文書のやり
とりが主であり, 議論は殆ど無かった (Barbara Stollberg-Rilinger, Einleitung, in: Westf�lische
Forschungen, Bd. 53, 2003, S. 1-11. 特に S. 8).

� ｢アウクスブルク信仰告白の信仰同族者｣ とは, カトリックとルター派のみを帝国内で明示的に公認
したアウクスブルク宗教和約の枠内にあって, カルヴァン派をルター派の一変種として公認させよう
とする意図から発した解釈を指す. 永田諒一 『ドイツ近世の社会と教会』 第四章, とりわけ 135～136
頁を参照.



後, 1609 年クレーフェ公家は断絶し, 1614 年クレーフェ・マルク・ラーフェンスベルクはブラ

ンデンブルク領, ユーリヒ・ベルクはファルツ-ノイブルク領となり, クレーフェ公国ではカル

ヴァン派が優遇されることとなる. クレーフェ公によるカトリック教派体制化の試みは, こうし

て挫折した.

以上のような等族側の態度からは, 教派的というより政治的な公への反対という色彩が強いこ

とがうかがわれよう. 彼らのこうした態度の背景には, 局地的な教派対立の激化があり, 教派的

な態度を先鋭にした場合, 社会的な騒擾が引き起こされる可能性があったことを恐れたのだと,

ベッヒャーは見ている. 他方デュンヴァルトは, 彼らは公の評議会に強硬な態度をとったが, そ

れに取って代わる態度を示すことは無く, ｢統一的な教派的地位の創出と安定｣ という点でのク

レーフェ教派体制化の挫折によって, 領邦連合の弱体化が帰結された, と否定的に見る(21). しか

し当時, さまざまなレベルで諸勢力が相互に競合しつつ, 教派化と多教派化の綱引きが行われて

いたことを, 看過してはならない.

2. ヴェーゼル市における亡命者の受け入れ

クレーフェ公国で都市法をもつ 24 の場所の内, 領邦都市は 7 つ存在していた. すなわち, 商

業都市ヴェーゼル (人口約 8000 人), 同エメリヒ (約 3500 人), 同レーズ, 宮廷都市クレーフェ,

相対的に工業都市と見なされうるカルカール, 大助祭座クサンテン (3000 人弱), そしてデュー

スブルクである. 経済的先進地域ネーデルランドに隣接しているだけあって, 公国人口の推定約

55％＝3 万 3000～3 万 8000 人が都市に居住していたとされ, 公国における都市の発言力は比較

的強かった(22).

ヴェーゼル市は 1241 年創設のクレーフェ公国最大の領邦都市であり, 15 世紀末には皇帝も,

帝国都市並みの扱いを試みた程であった(23). C. v. ローツ-コルスヴァレムによれば, 1532 年の推

定人口は 8400 人で, 大規模中都市に相当する(24). ライン川とリッペ川の合流地点にあり, 西の

ネーデルランド, 北東のヴェストファーレン, 南のオーバードイツを経済的に仲介する位置にあ

るため, 早くから商業が発展した(25). ヴェーゼルは 1540 年の両形色聖餐 (＝ルター派宗教改革)

導入直後の 1544 年に, 初めてネーデルランド (ワロン) 人カルヴァン派亡命者を受け入れた.
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� D�nnwald, a. a. O., S. 264, 266.

� D�nnwald, a. a. O., S. 19-22. 公国全体では, 1560 年代に住民のほぼ 3 分の 2 がカトリックであった
とされる.

� 都市史の概観は, Jutta Prieur (Hg.), Geschichte der Stadt Wesel, Bd 1, D�sseldorf, 1991 を参照
されたい. なお, 公国内におけるヴェーゼルの際立った経済的地位については, D�nnwald, a. a. O.,
S. 22, Tabelle 1 参照.

� Clemens von Looz-Corswarem, Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Wesels. Von den Anf�ngen
bis 1609, in: Jutta Prieur (Hg.), Geschichte der Stadt Wesel, Bd 2, D�sseldorf, 1991, S. 148-202,
hier: S. 157-158.

� Christian Reinicke, Der Weseler Rheinkran im 16. und fr�hen 17. Jahrhundert, in: Wesel. Beitr�ge
zur Stadtgeschichte, Wesel, 1985, S. 49-82.



その際, 市外半製品の仕上げ禁止, 市民子弟への職業教育, 再移住禁止, 賦課と検印料を条件に,

都市は亡命者用の仕上げ用作業場を建設し, アウグスト修道会での亡命者独自の宗教ゲマインデ

形成を許可した. ただし, 聖餐・洗礼は都市説教師の手で行なわれた. 以上のことは, 都市が教

派の差異よりも経済的利益の方を重視していたことを物語る. 事実, 都市の主要産業であった毛

織物工業は当時危機に瀕しており, ヴェーゼルはネーデルランドの進んだ産業の移植を切実に求

めていたのである(26).

しかし, シュマルカルデン戦争直後の皇帝カールによるカトリック強制 (仮信条協定) への反

発から, 1552～64 年に正統ルター派がヴェーゼル市政を掌握し, 都市住民の信仰を厳格なルター

派に統一しようと試みた (ヴェーゼルにおけるルター派教派体制化の動き). 1553 年メアリの迫

害を逃れ, イングランドからヴェーゼルへ逃れてきた亡命者たちは, そのために, カルヴァンに

よる執り成しにもかかわらず, 都市を離れた. 彼らはその後フランクフルト・アム・マインへ,

さらにはドイツにおけるカルヴァン派の中心, プファルツ選帝侯国へと亡命した(27). 1564 年,

市長の甥である正統ルター派神学者へスフーゼンの都市追放で, 政権が崩壊した後は, ヴェーゼ

ルではカルヴァン派が事実上公認された (1567・1569 年には亡命者・市民による聖像破壊も生

じている). ただし, 都市はクレーフェ公への配慮から, 公式の宗教的立場としては, 1612 年ま

でフィリップ主義を採用していた. シリングによれば, 市参事会構成員も殆ど変わらなかったと

いう. この時期, 都市には明確な断絶は見られないのである(28).

1557 年, クレーフェ公はヴェーゼル市内の教区教会である聖ヴィリブロード教会の後見権を

プレモントレ追憶 (Premonstratenserinnnen) 修道院から正式に購入し, 1540 年以来不在であっ

た同教会の司牧者 (この間都市の任命する説教師が代行していた) に, 1559 年公の宮廷説教師

ニコラウス・ロリウスを任命した. この司牧者もまたフィリップ主義者であった. 彼の任命は等

族特権に対する公の介入政策の一環と見なされ得る. 彼の跡を継ぎ, 1566 年同教会の司牧者と

なったゲラルト・フェルティウスも, 同様に公の宮廷説教師であった. しかし彼は後に, マテナ

説教師ヨハン・ハイトフェルトらと共に長老会に出席し, カルヴァン派に接近するようにな

る(29).
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� Sarmenhaus, a.a.O., S. 26-30 等. デュースブルクでも 1570 年頃絹織物工が市民の子弟を教育する限
り, 作業場を自由に使え, その賃貸料を都市がもつことを決定し, 1576 年よそ者ないし来住者の市民
加入料を減額した (Dunnwald, a.a.O.,S.129-130).

� 石坂 ｢プファルツ選帝侯国 (ライン・プファルツ) におけるネーデルラント系カルヴァン派亡命者コ
ロニーの形成とその経済活動 (1562-1622)｣ (1).

� Schilling, Niederl�ndische Exulanten, S.89-93. フィリップ主義とは, 教派の差異にとらわれず, キ
リストの言葉のみに従うという立場で, 反対派から ｢隠れカルヴィニスト｣ と呼ばれたルターの友フィ
リップ・メランヒトンにちなんで名づけられた. このような事情ゆえ, ヴェーゼルの Pastor を司祭
と訳すか牧師と訳すか難しく, 以下では司牧者と呼ぶことにする. なお, ヴェーゼル市民の子弟の大
学選択にも教派の転換が反映されている (村山聡 『近世ヨーロッパ地域史論』 (法律文化社, 1995 年),
88～89 頁).

� 彼らは教会会議の議長を務めることもあった.



1566 年以降, ネーデルランド反乱勃発に伴って, 大量の亡命者が公国とヴェーゼルに流入し

た. 特に 1585 年のアントウェルペンの陥落は多くの亡命者を出したが, その際一族をドイツの

各都市に分散させて, 新たな商業的ネットワークを形成する家系が出たことは注目に値する(30).

ヴェーゼルは多くの亡命者を都市に受け入れ, 経済的意味よりは宗教的意味で ｢小アントウェル

ペン｣ と呼ばれるようになったのである(31).

戦局の好転により, ネーデルランドに帰国する亡命者も存在したが, ヴェーゼルでの緩慢なカ

ルヴィニズムの浸透は続き, やがて公家の断絶後, ユーリヒ・クレーフェ継承戦争中の 1612 年

に, 都市は公式にカルヴィニズムを採用した.

こうしたヴェーゼルにおける亡命者の ｢摩擦無き統合｣ と, 緩慢なカルヴィニズムの浸透の一

つの背景として, 新産業の移植による都市経済の発展＝ ｢経済的奇蹟｣ があったことは, 研究者

の見解の一致するところである(32). また上記の通り, ツンフトと教区教会における在地住民との

交流も, それに一定の寄与をなしたであろう. しかし, 亡命者たちが主体的に作り上げた長老会

のネットワークの意義も, 決して看過してはならない.

以上のようなヴェーゼル市の宗教改革と亡命者受け入れの状況は, 従来クレーフェ公国の状況

の典型としてイメージされてきた. しかし, デュンヴァルトの研究はこのイメージをも是正して

いる. クレーフェ公国には複数形の宗教改革史があり, 各都市の異なる教派状況によって, 亡命

者との接し方もまた多様なのである. 1570 年代の都市当局の教派はヴェーゼル, デュースブル

ク, オルゾイが明確な福音主義, エメリヒ, カルカール, クサンテンがカトリック (したがって,

カトリックのネーデルランド人はこちらに逃れてくる), クレーフェ, レーズでは両教派が混在

していた. カトリック都市カルカールでは, 少なくとも市民権付与の際には都市の信条＝カトリ

シズムへの宣誓が要求された. これによりカトリックの亡命者のみが受け入れられるはずだった

が, 1569 年 6 月のよそ者リストには, 45 人中少なくとも 3 人の聖像破壊者が含まれていた(33).

他方, 1570 年 10 月レーズでのクレーフェ都市会議は, よそ者に対する領邦君主の追放命令に関

して審議するため, ヴェーゼル, クレーフェ両市が召集したものである. 集まった多くの都市が

ヴェーゼルの起草した公への請願＝人口流入の経済的利益ゆえの法令撤回要求に賛成した一方で,

エメリヒ, カルカール, クラーネンブルク, ユーデムのみが反対した. カルカール市長はその後,

｢よそ者の疑わしい来住者｣ はカルカールには滞在していないので, 公への請願は賢明とは思わ

れない旨をエメリヒ市長に伝え, 協調を要請したが, それを知ったヴェーゼル書記官は, 同様の
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� R. v. Roosbroeck, a. a. O., S. 126-130.

� Wilfried Reininghaus, Die Weseler Textilgewerbe vom 14. bis 17. Jahrhundert, in: Jutta Prieur
und Wilfried Reininghaus (Hg.), a. a. O., S. 9-47, hier S. 25, Anm. 77.

� ヴェーゼルの急速な経済発展については, Prieur und Reininghaus (Hg.), a. a. O., S. 164f., Tabelle
2: Abgaben der �mter an die Stadt Wesel を参照.

� D�nnwald, a. a. O., S. 137.



理由で逆に公の命令を拒否する旨を述べている(34). しかし, 彼らは都市会議を通じて, しばしば

教派の差異を超えて団結し, 君主に対する自立性を守った.

では, ネーデルランド人亡命者とは, 具体的にはいかなる特徴を持った人々であったのか. 章

を改めて論じたい.

第二章 ネーデルランド人亡命者と長老会組織

1. ネーデルランド人亡命者のプロフィール

ネーデルランド人亡命者は, 主としてイギリス, スイス, オランダ, ドイツに亡命した. なか

でもドイツについては, 彼らは主として, 一方でクレーフェ公国からスイスにまで達するライン

地方へ, 他方でオストフリースラント伯領からオストプロイセンに及ぶ, 北海・バルト海沿岸地

方へ移住した(35). 1573～80 年にドイツにいたネーデルランド人亡命者数は, 約 12000 人と見積

もられる. ただし, 1566～85 年にクレーフェ公国に, 一時的にであれ亡命してきたネーデルラ

ンド人の総数は, 約 15000 人と推定されている. 1570～85 年の公国内の亡命者が 3000 人以上に

なることは, おそらく稀であったと考えられる. 1568 年の徴税リストや他都市との比較から,

当時のヴェーゼルにいた亡命者数はおそらく 1000 人弱とデュンヴァルトは見ている. それに対

し, 1582 年のヴェーゼル・ゲマインデの規模は 600 人ほどであり, ここにはおそらく亡命者の

半分以上は所属していたと見られる. ヴェーゼルから流出する者も当然おり, 長老会記録から見

る限り, 1566～85 年のヴェーゼル・ゲマインデへの新規加入者は 141 名, そこからの流出者は

106 名という数値が得られる.

こうした数値を他都市とも比較するなら, エメリヒ・ゲマインデは創設時 (1574 年) には 63

人であり, 後 150～200 人に成長した. 同じく 1574 年のゴッホ・ゲマインデは約 73 人, レーズ・

ゲマインデは約 37 人, へネップ・ゲマインデは約 35 人と推定される. ヴェーゼルがニーダーラ

インにおける亡命の中心地であったことが, ここからもうかがわれる(36).
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� Ebenda, S. 137-138.

� 石坂 ｢16 世紀におけるネーデルラント・プロテスタントのドイツ散住｣ 参照.

� D�nnwald, a. a. O., S. 106-123. 従来の研究では, ヴェーゼルにおける亡命者数は 6000～7000 人 (都
市人口の約 40％) と見積もられていた (例えば Schilling, Niederl�ndische Exulanten, S. 70 では
7000～8000 人). この数値は Sarmenhaus, a. a. O., S. 18 に起因すると思われる. 彼によれば, 史料
上 (大半は 1570 年代) 確認できるヴェーゼルのネーデルランド人はほぼ 1050 人であり, 家族連れだ
とすれば, 4 倍して 4200 人となる. その史料的制約と経済的影響力から考えて, 8000～9000 人と見
ても差し支えないという. しかし, 彼自身注では家族を故郷に置いて亡命してきた可能性を認めてい
る. デュンヴァルトは他の史料との比較から, ザルメンハウスの用いた倍数の問題性を指摘し, 本文
のような結論に達した. これにより, 私が長老会文書を読みながら感じた違和感 詳細な記録で
ありながら, 流入・流出者の記録が明らかに少ない が払拭された. 他のゲマインデの推定値は,
1574 年 5 月ゴッホ, へネップ, レーズ, エメリヒの改革派ゲマインデが共同で一説教師を雇った際,
彼の俸給年 85 ターラーを分担した割合に依拠している (エメリヒの人数を規準にして計算).



亡命者の出身地については, ヴェーゼルについてのザルメンハウスの研究が手がかりを与えて

くれる. それによると, 出身地の判明している 419 人のネーデルランド人を広義のホラント (ホ

ラント, ゼーラント, フリースラント, ドレンテ, オーフェルエイセル＝北部)・フランドル

(フランドル, ヘネガウ＝西部)・ブラバント (ブラバント, リュティッヒ, リンブルフ＝南部)・

ヘルダーラント (東部)・その他に 5 区分すると, それぞれ 68 人 (16.2％), 96 人 (22.9％), 112

人 (26.7％), 116 人 (27.7％), 27 人 (6.4％) となるという. 比較的ドイツに近い地域が多いが,

ほぼネーデルランド全体から来ている(37). ザルメンハウスは南部諸州出身者はもっと多いはずだ

と考えており, 史料上の制約を強調しているが, アールツによると経済先進地であるフランドル・

ブラバントが 1555 年当時ネーデルランド全体の人口の 70％を占めていたこと(38), 南部でスペイ

ンの勢力が相対的に強かったことを考えても, その蓋然性は高い. なお, 北ネーデルランド＝後

のオランダと, フランドル, ブラバントではゲルマン系のオランダ語 (フラマン語) が話されて

おり, そこの出身の亡命者は, 言語面ではヴェーゼルにおいて不自由を感じなかった. しかし,

現在のベルギー南部にあたる地域では, フランス語系のワロン語が話されていた. ワロン人亡命

者が独自の説教師を必要としたゆえんである.

他方その職業構成については, 同じくザルメンハウスの研究によると, ヴェーゼルで職業の判

明する 238 人の内, 商人が 135 人, ボンバジン織工が 58 人, トリップ織工が 47 人, 縁飾り工が

42 人, 乾式仕上げ工が 32 人, 羅紗商が 14 人存在する. これらは 16 世紀にヴェーゼルでツンフ

トを形成する職種と重複している(39)が, この点については別稿で論じねばならない. ただしこの

点に関して注目すべきは, 当時各地の都市当局や君主が, 経済力の強化を意図して, よそ者の技

術者をしばしば招聘していた, という事実である. 経済的先進地域であるネーデルランドの商工

業者であれば, こうした情報は商業ネットワークを通じて, 日常的に耳に入っていた可能性が高

い. その際, 各地の教派状況に関する情報も, 入手できたであろう. 彼らが亡命先や亡命の経路

を選択する際に, これらの情報は手がかりを与えていたものと思われる.

亡命者の教派については, おそらく多数がカルヴァン派であったと見られている. ただし北ネー

デルランドからは, 再洗礼派の亡命者が多数出た. また数は劣るが, 戦火を逃れて亡命するカト

リック教徒などの存在も確認できる(40). ヴェーゼル長老会は, このうちカルヴァン派を組織して
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� Sarmenhaus, a. a. O., S. 19-21.

� エーリック・アールツ (藤井美男監訳) 『中世末南ネーデルラント経済の軌跡』 (九州大学出版会,
2005 年), 52 頁.

� Sarmenhaus, a. a. O., S. 21-22. 中世ヴェーゼル市はその商業的発展に比して手工業ツンフトの未発
達な都市として知られている (Erich Liesegang, Niederrheinisches St�dtewesen vornehmlich im
Mittelalter. Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der clevischen St�dte, Breslau, 1897, S.
674) が, 亡命者による技術移転に際してツンフトが相次いで設立されるようになる. ヴェーゼルは
16 世紀にはボンバジン生産に特化した. このボンバジンとは, ニュプリング, ザルメンハウスによれ
ばツォイク (新毛織物) を, スネラー, ライニングハウス, フォン・ローツ-コルスヴァレムによれば
バルヘントを意味する. トリップも新毛織物の総称である.

� 石坂 ｢16 世紀におけるネーデルラント・プロテスタントのドイツ散住｣ 313-314 頁.



いた.

2. 長老会組織

1544 年頃, ヴェーゼルで亡命者独自のゲマインデが形成されたが, 史料上の制約ゆえにその

実態は良く分かっていない(41). しかしその組織は, 1568 年の ｢ヴェーゼル教会会議｣ から, 1571

年のエムデン教会会議を経て, 1572 年のヴェーゼル・クラッセ設立までの間にかけて, おそら

くは整備されたと考えられ, この頃からその内部にかかわる文書も登場する(42).

この長老会組織は, 従来 ｢ネーデルランド人亡命者ゲマインデ｣ (フラマン人・ワロン人) と

ほぼ同義と見られていた. しかし例えばヴェーゼル等の都市では 1570 年代には改宗した在地住

民も組織されており, またその割合は徐々に増加している. デュンヴァルトは公国の各都市の状

況を調査し, こうした概念上の混乱を鋭く指摘した(43).

次に, 長老会組織の内部構造に目を向けよう. ニーダ－ラインの長老会は, 4 段階の教会会議

組織という, ユニークな組織を下から形成した.

まず, 最末端の組織として, ゲマインデ長老会が挙げられる. この組織は四職制により特徴づ

けられる. その第一の職制は長老である. 長老は聖職領域でのゲマインデ統治職であり, またゲ

マインデを対外的に代表する存在である. 俗人がこの職に就くことも, カルヴァン派の特色であ

る. 第二の職制は執事である. 執事の業務は金銭管理や貧者・老人・病人の世話であり, つまり

は世俗的な側面で長老を補佐する職である. やはり俗人がなるが, 1578-81 年のヴェーゼルでは,

珍しく女性もこの職に就くことが可能であった. 第三の職制は教師である. 教師は聖書解釈と教

育を行なう. ただしヴェーゼルでは資金難のため, 都市の教師が代行していたように見受けられ

る. 最後に説教師 (牧師). 彼の職務は当然説教と聖務などである. これもヴェーゼルでは都市

の司牧者が代行していたが, ただしワロン人には言語上の理由から独自の説教師が存在した(44).

長老・執事の選出については, 長老会が候補者の中から各同郷団 (naty) の長老候補 2 人と

執事候補 2 人を選出し, 各同郷団はその団の長老会成員の住居で長老・執事各 1 名を選出, 同票
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� Schilling, Niederl�ndische Exulanten, S. 88. 1555 年 10 月には市参事会はよそ者に 2 つのゲマイン
デの創設を許可し, ワロン人に聖霊礼拝堂を, イングランドからの亡命者にアウグスト教会の使用を
許した (Sarmenhaus, a. a. O., S. 12).

� ヴェーゼル教会会議については, Herbert Frost, Der Konvent von Wesel im Jahre 1568 und sein
Einfluss auf das Entstehen eines deutschen evangelischen Kirchen-verfassungsrechts, in: Zeitsch-
rift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung Bd. 56, 1970, S. 325-387
参照. ニーダーライン以前に, フランスのカルヴァン派も教会会議組織を築いている. ヴェーゼル教
会会議には, 亡命経験のあるカルヴァン派が各地から集まってきており, 彼らを通じて他国の教会会
議の情報が得られたものと思われる.

� D�nnwald, a. a. O., S. 14-15. ここから改革派ゲマインデにおける在地住民の意義についての問題が
生じる.

� Einleitung in: Communio et mater fidelium, S.22. 女性執事問題は 1581 年ミッデルブルフで審議さ
れ, 禁止された.



の際は籤引きを行なう, という形式をとっていた. ここから分かる通り, 長老会組織は決して近

代的な意味での民主主義的な組織ではない. むしろここには, 長老会はゲマインデではなくキリ

ストから委任を受けた者であるという, 強い選民意識が見受けられる(45). このことは, 長老・執

事になる者の出身階層とも無縁ではない. 規定上それらの職制には誰もが就くことができたが,

事実上は富裕な者に限られた. 例えば救貧のための喜捨を要請されたり, 対外的な代表として他

都市へ旅をしなければならない長老には, 富裕な者以外はなかなか就けなかったのである. こう

した人々からなるゲマインデ長老会の会議は, ヴェーゼルではほぼ毎週, 通常 10 人前後が集まっ

て開かれた.

彼らは都市の街区とは異なる活動の単位をもっていた. 上記の同郷団 (naty) と地区

(Quaertier) である. 前者の区分は時期ごとに異なり, ゲマインデの内部構成の変化を物語っ

ている. 即ち 1574 年 2 月時点ではフランドルとホラント・ヘルデルンとブラバントの 3 つ,

1574 年 4 月～1579 年 8 月にはフランドルとホラントとヘルデルン・ユーリヒとブラバントの 4

つ, 1580 年 2 月～8 月にはフランドルとホラントとヘルデルン・ユーリヒ・クレーフェとブラバ

ントの 4 つ, 1581 年 2 月～8 月にはフランドル・ホラントとヘルデルンとユーリヒとブラバント

の 4 つ, 1582 年 8 月以降はフランドル・ホラントとユーリヒとクレーフェとブラバントの 4 つ

である. ブラバントが一貫して単一の同郷団を形成しており, またヘルデルンが 1582 年時点で

同郷団の名称から消え, 徐々に在地住民 (ユーリヒ・クレーフェ) の割合が増大していることが

うかがわれる(46). なお 1574 年 1 月の長老会名簿によると, 128 人中ホラント同郷団は 17 人

(13.3％), フランドルは 46 人 (35.9％), ブラバントは 34 人 (26.6％), へルレは 31 人 (24.2％)

であった(47). 他方後者の区分は都市南・マテナ南 (郊外市オーベルンドルフを含む)・都市北

(郊外市シュタインヴェークと都市を含む) ・マテナ北の 4 つであり, 1573 年 11 月 2 日の長老

会名簿ではそれぞれ 30 人 (25.4％), 18 人 (15.3％), 31 人 (26.3％), 39 人 (33.1％) が帰属し

ていた(48).

1572 年にはクラッセ教会会議が成立した. 上記ゲマインデ長老会に加えて, ｢必要と事情｣ 次

第で ｢3 ないし 6 ヶ月ごとに, 近隣教会のクラッセ集会も開かれるべきである｣ と, エムデン教

会会議で定められている. 続く規定では, フランクフルト教会, ハイデルベルクのフランス語教

会, フランケンタール教会等が一つのクラッセ集会を構成し, ケルン､アーヘン, トリーア, リ

ンブルフ, ユーリヒ領の教会がもう一つのクラッセを構成し, ｢ヴェーゼル, エメリヒ, ゴッホ,

レーズ, へネップおよびクレーフェラントの他のいくつかの教会は, 第三のクラッセ集会を作る

べきである｣ ことが定められている. エムデンは別のクラッセを形成した. さらにアントウェル
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� Communio et mater fidelium, S. 19, 121.

� Communio et mater fidelium の Einleitung と選挙記録参照. 同化の進展は亡命者の市民権取得, 混
血, そして 1570 年代には改宗した在地住民の存在による (Sarmenhaus, a. a. O.).

� Communio et mater fidelium, S. 149-152 (Zwischen dem 4. und dem 18. Januar 1574) 参照.

� Ebenda, S. 125-128 (Op 2 november [1573]). マテナとは, ヴェーゼル最大の郊外市の名である.



ペン, デン・ボス, ブレダ, ブリュッセル, ブラバント諸教会が一つ, ヘント, オウデナールデ,

フランデレン諸教会等が一つ, アルマンティエール, ヴァランシエンヌ等ワロン語を話す諸教会

が一つ, アムステルダム, デルフト等のホラント, オーフェルエイセル, ヴェストフリースラン

ト教会が一つのクラッセを成し, またイングランドの教会もクラッセに分割されるよう, 定めら

れた. これらクラッセ集会は, 教会規律問題の第二審や役職者の監視, 教義の審議等を担当し

た(49).

さらにその上位には, 1578 年に地方教会会議が形成された. エムデン会議では, ｢さらに, ド

イツとオストフリースラントに散在している教会は, 毎年一度他の教会のもとへ来るべきである；

同様に, イングランド人は自分達の下で開き, 十字架の下にある教会 (＝ネーデルランド教会)

も, 自分達のもとでそうすべきである｣ と定められている. ここには各クラッセから, 1～2 名

の牧師 (minister, dyenaer) と同数の長老ないし執事が派遣され, ｢不必要な問い｣ を排除する

ために, 長老会とクラッセ会議で調停されえなかったことと, その地方の全教会に関わる事柄の

みが, 論じられた(50).

最後に, ｢2 年ごとに, 全ネーデルランド人教会の総会を開くべきである｣ と定められてい

る(51). これに従って, ヴェーゼル長老会も, 例えばミッデルブルフやドルドレヒトの教会会議と

連絡をとっていた. 後に 1610 年, ニーダーラインで大教会会議が形成されると, この時点でニー

ダーライン改革派は, ネーデルランドのそれから組織上切断された(52).

このようなニーダーラインにおける下からの改革派教会会議組織の形成は, 一つには J. F. G.

ゲータースによって ｢離散プロテスタンティズム｣ と表現された, 改革派亡命者の状況に由来し

た(53). 彼らが多数のカトリック・ゲマインデに囲まれながら, 自律的な集団として生き延びてい

くためには, こうした組織が必要であった. またそうした性質の組織である以上, 4 段階の最末

端であるゲマインデ長老会に, 大きな自律性が委ねられたことは当然であった.

異郷の地に散在して存在した長老会にとって, 儀礼や教義をどこまで厳格に統一すべきかは,

難しい問題であった. ｢[5] フランス語教会の人々がジュネーヴのカテキスムに, ドイツ語教会

の人々がハイデルベルクのカテキスムに従うべきことを, 兄弟たちはまた良いことと見なした.

ただし幾つかの教会が, 他の形式ないしやり方の子供用教理をもち, それが神の御言葉と同様で

あるならば, これを変えることを強制されるべきではない, ということも [良いことと見なした]｣

という規定や, ｢彼らの事情と必要に従って｣ という留保の頻出は, そのことをよく示している.

また, アディアフォラ (midde [l] matige dingen, adiaphora) 規定も 3 つ設けられている.
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｢[20] 洗礼において証人をとるのかとらないのかを, 私たちは非本質的であると見なし, それゆ

えに別のことが総会で決議されるまで, 教会で受け入れられてきた慣習が踏襲され, 各教会の自

由に委ねられるべきである｣. その他, [19] では洗礼における灌水を 1 度とするか 3 度とするか

が, [21] では聖餐を受ける際, 皆が進み出るか, 皆立っているか, あるいは皆座っているか等

が, 自由事項であると規定されている(54).

エムデン教会会議以降, その規定にしたがって, 長老会組織, クラッセ集会, 地方教会会議が

整備されてゆく. その過程で, おそらくは各地の状況報告を話し合いつつ(55), 徐々にカルヴァン

派の教義が鮮明となってくる. 聖体拝領者のひざまずく行為が, 1587 年ドルドレヒト教会会議

で禁止されたのも, その一環である.

カルヴァン派神学は, まずは亡命者神学として発展した. 教会会議のネットワークは, 末端の

長老会に大きな裁量の余地を与えながら, それらを緩やかに統合した. それらは在地住民と亡命

者との摩擦を回避し, 各地に長老会を根付かせながら, 徐々に重視すべき教義と重視する必要の

ない教義とを分け, カルヴァン派の教義を鮮明化していった.

さらに, 1570 年代という時期を考慮に入れるならば, 上記のネーデルランド総督とクレーフェ

公による干渉への対応という要因を考えねばならない. この点を考慮して, 教会会議組織形成を

ゲータースは ｢今や開始された当局による封じ込めと, 伝統的教会秩序の枠内での公然たる存在

可能性の喪失に対する, 改革派の対応｣ と表現し, またコナースマンは, 領邦君主側のカトリッ

ク教派体制化とゲマインデ側の改革派教派体制化との相互作用と見たのである(56). デュンヴァル

トも, 改革派亡命者の教会組織が臣民への公の介入の障害となったことを認めている.

では, このようなネットワークは, ヴェーゼル長老会の具体的な活動や, 教派体制化の動向に,

どう関わっていたのであろうか.

第三章 長老会のネットワークとその歴史的意義

長老会のネットワークは, 主として書簡・証明書のやり取りと人の行き来から成る. その具体

的な状況を知るため, まず書簡の内容の分類を試みる(57).

1573～82 年の長老会文書には, ヴェーゼル長老会から出された書簡が 97 通記録されている.

この限られた史料について, その名宛人を分類してみるならば (重複あり), 以下のようになる.
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ある.



まず, クレーフェ公国内部へ宛てた書簡は 52 通であり, その内エメリヒ宛て 9 通, レーズ宛

て 8 通, アルペン, メールス, ノイエナールの伯にしてべドブルクのヘル宛て 7 通 (アドルフ 2

世宛て 1 通, 女伯宛て 4 通, ヘルマン宛て 2 通. なお, べドブルク牧師宛て 1 通), クレーフェ

市宛てが 5 ないし 6 通 (公の評議員宛て 1 通を含む), フローネンボルク, ホール, ミレンドン

クのヘル宛て 4 通, クサンテン宛て 3～4 通, ゴッホ宛て 3 通, ヘルストゲン宛て 3 通が目を引

く. その他, 近隣宛て 3 通, クラッセの諸ゲマインデ宛て 2 通, 一般宛て 4 通と記されている書

簡が, 上記エメリヒ, レーズ等に送られたことはほぼ確実であろう. 続いてその他のドイツ都市

宛て書簡は 16 通であり, ニーダーライン随一の経済都市ケルン市宛て 4 通と, ユリヒ・ベルク・

マルクとのつながりの薄さが目を引く. ネーデルランド宛て書簡は 31 通あり, 特にドルドレヒ

ト市 (南ホラント) 宛て 9～11 通, スヘルトーヘンボス (北ブラバント) 宛て 4 通が目を引く.

その他, イギリスのノリッジ説教師にも書簡を送っていることが注目される. なお, 長老会文書

の索引を利用しつつ, 上記の名宛人が長老会文書に登場する条項数を確認しても, ほぼ同様の傾

向が見られる. ヴェーゼル市の長老会がエメリヒ, レーズ, クレーフェを始めとする公国内都市

と密接な連絡をとる一方, 他の同君連合の諸邦とのつながりよりも, ネーデルランドとのつなが

りを重視していたこと, とりわけドルドレヒト市とのつながりの重要性が確認される.

他方, 書簡の内容を分類すると, 以下の 4 領域に大別できる. すなわち, 第一にクラッセ集会

その他の教会会議関連の案内状や出欠確認状, 第二に説教師の招聘・仲介・給養に関する書簡,

第三に救貧を中心とする経済的支援や募金の要請状, 第四に教義規律, 風紀規律, 証人等に関す

る教会規律関連の書簡である. 以下, 長老会記録や書簡の内容を具体的に検討しながら, それら

のネットワークが亡命者の生存・長老会の存続やクレーフェ公国の国制にとって果たした役割を

考察していこう.

1. 経済的支援

ネーデルランド人亡命者の中には, 資産を売却した上で計画的に一族を各地に亡命させ, 経済

的ネットワークを築き上げた者もいる. しかし, 亡命者の少なからぬ部分が無一文でヴェーゼル

へ来て, 貧しい生活に甘んじていたのも事実である. それゆえに改革派ゲマインデにとって, 救

貧制度は中心的な役割を果たしたのである(58).

ヴェーゼルは ｢小アントウェルペン｣ と呼ばれる, ニーダーライン改革派亡命者の拠点であっ

た. ヴェーゼル長老会は彼らの扶養のために, 毎年大抵冬の初めに, 他のゲマインデないし個人

に無心状を送っている(59). その宛て先は, ハンブルク改革派ゲマインデ, ケルン改革派ゲマイン

デ, ノイエナール伯等である. 例えば 1573 年秋, ｢ヴェーゼルのよそ者貧者 [担当] の執事｣ は
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アルペン, ノイエナール等の女伯に宛てて請願を出しているが, その際 ｢貧者は全く多すぎ, 富

者は少なすぎる｣ ため, ｢神の掟, また最初の使徒のゲマインデにおける, キリスト者としての

非常に愛に満ちた慣習にしたがって｣, その困窮を女伯の慈悲に委ねている(60). このような訴え

に対し, ケルン改革派ゲマインデは, 1572 年, 1575 年, 1580 年にヴェーゼル・ゲマインデのた

めに募金を行っている. またオラニエ公ウィレムの義兄弟であるノイエナール, メールス, アル

ペンの伯ヘルマンは, フェルティウス経由でヴェーゼルに金を届けている. デュンヴァルトは

｢ノイエナール伯はゲマインデに対して, 一種の後見権を行使していたように思われる｣ と評し

ている(61).

ヴェーゼル改革派長老会は, こうした外部からの寄付金や自己負担金によって, 都市の財政に

負担をかけることなく, かろうじて自己の救貧制度を維持した. この制度は信徒の規律化に際し

ても, 一定の役割を果たした. ヴェーゼルのマテナ北に住む, ブラバント同郷団に属するボンバ

ジン織工ペーター・ラッシンの死後の, その妻子の揉め事の際に, ヴェーゼル長老会は審議, 警

告, 家庭訪問, 召喚を経て, 1581 年 2 月 ｢彼女が兄弟たち (＝長老会成員) の助言に従おうと

しない場合, 兄弟たちは彼女が困窮しているときにも, 彼女を助けようとはしないということを,

ペーター・ラッシンの妻に, ヨハン・ハイトフェルト氏を通じて長老会の名において告知し

た｣(62). 11 月, 故ペーターの妻は罪を告白し許されたが, 息子には改悛が見られず, 息子を支援

してはならないとされた(63). このように, 長老会間 (ノイエナール伯も含むが) のネットワーク＝

水平的統合は, 一長老会内部の垂直的統合についても, 一定の寄与を果たしたと見られる.

以上のように, ヴェーゼル長老会はそれ自体において完結した組織では決してなく, 他都市の

長老会や貴族からの資金援助に支えられた存在であった.

2. 説教師の確保

ヴェーゼル市では, 都市の説教師が亡命者への洗礼や聖餐を担当していたようである. しかし,

ワロン人たちはワロン語を話す独自の説教師の確保に努力していた. 1570 年前後, おそらくは

クレーフェ公の意向を反映して, ヴェーゼル市での ｢フランス語での聖務｣ の禁止令も出されて

いる(64). しかし, 実効性は無かったようである. むしろヴェーゼル市は, 他の都市にカルヴァン

派の説教師を供給するネットワークにおいて, 要の位置を占めていたように見える.

例えば, 1581 年 2 月 23 日の長老会記録によると, プファルツから来た説教師エラストゥス・

ラウターバハが, ヨハン・ハイトフェルトを通じて教会勤務を希望した. その際, ｢教会役職者

を持つことをクレーフェ, ゴッホ, エメリヒ, レーズの成員が申請したため, それについて彼ら
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の助言を得るため, [エメリヒ, レーズ, クレーフェ説教師] パンクラティウスとゲマインデへ

書簡を書くべきことを, [長老会は] 決議した｣ という(65). ヴェーゼルが周辺都市の改革派ゲマ

インデに, 流入してきた説教師を仲介する様子がうかがわれる. ラウターバハはコーブルク出身

で, ラインヘッセンで牧師となったが, 1577 年カルヴァン派として追放された. 彼は 1581 年以

降ヴェアターブルッフに滞在し, その後バーデンに移動した. 1581 年 7 月 27 日にはクレーフェ

公らがレーズの都市政府に対して, 私邸での秘密集会や, とりわけヴェーゼルから来るよそ者に

よるもぐりの説教 (winckelpredigen) に対して, 措置を取るように命じている(66).

他都市への書簡においても, 説教師の招聘・仲介・給養に関するものは多い. 上記パンクラティ

ウスのように, 諸都市が共同で一説教師を雇用した例も見られる. 1579 年 10 月 8 日, ヴェーゼ

ル市内に集まったクレーフェ・クラッセの名において, エメリヒ, レーズ, クレーフェの人々か

ら, 欠席したゴッホの人々に宛てて書かれた, 書簡の写しが残っている. それによれば, レーズ

とエメリヒの人々は ｢御言葉の役職者を一人招聘したが, (最も富裕な兄弟姉妹の退去と共に)

その扶養に必要なだけのものを, 今や調達できなくなった｣. それにより ｢[説教師扶養の] 手段

を欠いたまま, ゲマインデが根付かなかったり地に落ちたりすることの無いように, あなた方の

援助によりキリストの御国を準備し｣, ｢飢え渇いている人々に神の御言葉のパンを分配する｣ こ

とを, 彼らは要請している. その前の書簡では, 彼らは ｢クレーフェとカルカールのゲマインデ

が, 彼らの役職者の下で聖務を行うことを, 許すか否か｣ について話したという. しかしそれに

ついて, エメリヒとレーズの兄弟たちは不満のようである. ｢というのも, クレーフェ教会は未

だ非常に無力であり, カルカールのそれは全く衰退しており, 教会再興の望みはもはや無いよう

に思えるから｣ であり, だからこそ一層彼らは, エメリヒとレーズのゲマインデを支援するよう,

ゴッホのゲマインデに訴えるのである(67).

ところで, 自分の信ずる教派の聖職者から聖礼典を受けたいという願いは, ときに他都市で聖

礼典を受ける人間を生み出す. 後述するとおり, ヴェーゼル長老会でもそれは問題とされた. し

かし例えば, ヴェーゼルのルター派 (正統ルター派以外は, あまり長老会文書に登場しない) に

ついても, 市内ではなくエッセンで聖務を受ける者もいたことが確認されており, ｢第二の教皇

派 (dobbelde Papisten)｣ として都市説教師フェルティウスに批判された(68). 他方, 再洗礼派も

外部からの巡回説教師によって, 緩やかに組織されていた.

人の移動が絶えないニーダーラインにおいては, こうしたもぐりの説教師が各地を巡回し, 非

公認の小ゲマインデを支えていた. ここでも教会間のネットワークが, 各地のゲマインデの存立

に対して, 重要な役割を果たしている. 当該地域の多教派化は, こうした説教師の活動によって
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促進されていった. クレーフェ公によるカトリック教派体制化の挫折は, 彼らの地道な活動の成

果でもあったといえよう.

3. 教会規律の果たした役割

カルヴァン派はカトリックに対抗して多くの秘蹟を否定したが, 再洗礼派と異なり洗礼と聖餐

は体制的措置として行った. すなわち全てのゲマインデ成員は, 洗礼と聖餐の際にはゲマインデ

の教会でゲマインデの聖職者からそれらを受けねばならなかったのである (聖餐共同体). その

際, 聖餐を受ける者は清い存在でなければならず, 例えば他の成員との争い等を予め解決しなけ

れば, それに与ることは許されなかった. ここから, 全ゲマインデ成員が参加義務を負う現世の

｢目に見える教会｣ と, 真の信仰者から成る真実の ｢見えざる教会｣ との矛盾という問題が生じ

る. この矛盾を解決する主要な手段こそ, カルヴァン派の教会規律であった(69). ヴェーゼルの改

革派ゲマインデもまた, こうした理解を共有していた. しかし, 16 世紀後半の大量の亡命者＝

見知らぬ人々の出入りの中では, 上記の矛盾もまた従来以上に大きかったと言わねばならない.

カルヴァン派内部において教会規律が重視された背景には, こうした事情も伏在していたのであ

る.

長老会による争いの調停には, 神学上のみならず実際上の要請もあった. 常に追放の危険にさ

らされていた亡命者たちにとって, 長老会による調停は在地住民との無益な軋轢を避け, 都市当

局による介入以前に仲間内で事を収める役割を果たしていた. また, 不安定な生活を強いられた

信徒の, 道徳的な転落を防ぐ ｢防波堤｣ としての役割も果たした(70).

争いが生じ, 長老会で議題に上がった場合, まず長老会は使者を派遣し, 関係者からの聞き取

りや助言を行った. 次いで関係者が長老会に召喚され, 事情説明, 訓告・叱責等が行なわれる.

しかし, 上記のラッシンの遺族のように, 出頭しない者や繰り返し指導を受ける常習者も存在し

た. そのような信徒には聖餐停止が行われ, それでも効果が無い場合, その後教会会議での審議

の後, 教会から最終的に破門されることもあった. ヴェーゼル長老会は都市聖職者と親密な関係

を築いており, しばしばこうした調停に関しても彼らの助言を仰いでいる. 聖俗の権力の裏付け

を持たない, 未だ亡命者主導の長老会にとって, 都市説教師との交流は重要な意味をもった. 特

にヨハン・ハイトフェルトは ｢マテナのヤン氏｣ と呼ばれ, しばしば長老たちの相談役となり,

後には長老会に参加した.

上記のような争いは, 社会生活上の問題でのみ生じたわけではなく, 神学上の問題をめぐって

も生じた. そもそも 16 世紀段階においては, 未だ教派間の差異は流動的であり, 支配者の改宗,
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相対的な寛容政策, 越境的な聖務参加等により, 教派的混合形態も頻繁に見られたと言われる(71).

信仰ゆえに亡命した者たちにとって, 信仰一本槍の生活が困難であるとはいえ, こうした混合形

態を容認できない人々もいた. ヴェーゼル市でもそれは例外ではない. フィリップ主義の司牧者

を戴くヴェーゼル市の聖務において, カトリックの残滓が見られるといった指摘がしばしばなさ

れた. それは例えば, 司牧者の白い長外衣 (1581 年廃止), 未聖別ホスチア (1581 年まで), 俗

人杯の欠如, ひざまずく聖体拝領者 (1587 年ドルドレヒト教会会議で禁止), 祭台布・磔刑像・

蝋燭付きの祭壇の存在, ラテン語の歌 (1578 年聖ヨハネ修道院の修道士が驚く), 歌謡 ｢我等が

救世主イエス・キリスト｣ (1578 年廃止への抵抗が見られる) 等である. こうしたカトリック的

｢典礼｣ の残存を口実として, 都市説教師に妥協的な長老会に反抗し, 聖務を欠席する者やよそ

で受けるものが存在した(72).

たとえ長老会が熱心に教会規律を根付かせようとしても, 信徒たちが他のゲマインデで聖務を

受けるようでは, その実効性は弱くなる. また, 他都市で不祥事を起こしてヴェーゼルに逃亡し

てくる者もいた. それゆえに, 長老会は人の出入りの際, 証人による身元確認や証明書の発行を

行った(73). また他の改革派ゲマインデと頻繁に連絡を取り合い, 絶えず情報交換を行っていた.

こうした情報の入手は, 規律化の成否を左右する重要な要因であった. 一例として, 1576 年 6

月 18 日付けで, スヘルトーヘンボスに宛てて出されたと見られる, ゲラルドゥス・ラーレニウ

スに関する証明書を見てみよう. 彼の審査のための証言として, ヴェーゼル低地ドイツゲマイン

デ長老は, ｢良いこと以外にありません｣ と答えている. ｢ただし彼はここに長くいたわけではな

く, よそで勤務していたので, 私たちは彼がそこから持参した証明書に基づいて｣ 報告している.

その上で, ｢良い人を手に入れるのですから, 神の掟と聖なる使徒の教えにしたがって, 十分か

つ穏当な俸給を支払うよう, それだけはお願いします｣ と続く(74). ラーレニウスは, 1568 年の

ヴェーゼル教会会議にも出席している説教師・教師であり, 都市北地区 (1573 年)・ヘルデルン

同郷団 (1574 年) に属していた. しかし 1574～75 年にはエメリヒ, レーズ, ゴッホの説教師に

なっていた. なお, 1571 年のエムデン教会会議では, ｢教会役職者は, クラッセ集会ないし, 少

なくとも 2 ないし 3 人の近隣の説教師の助言と共に, 長老会によって召命されるべきである｣ と

されている(75). ヴェールト出身の説教師ゼルファティウス・ヨハンネス・ヴィナンディ・ネラー

ヌスが, 1576 年ゴッホ, エメリヒ, レーズ, へネップの説教師として務める際, その点が確認
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されている(76). 彼はマーストリヒト方面からクレーフェ公国へ来て, やがてゲマインデに無断で

ドルドレヒトへ移り, 教会会議で問題となった(77).

このように, カルヴァン派の教会規律は単なる神学上の問題にとどまらず, 亡命者と在地住民

との摩擦回避の手段でもあった. ただし, 当該時期のヴェーゼル長老会が, 成員をどれだけ規律

化できたか, という点については留保が必要である. むしろ彼らの活動は, 社会的規律化＝教会

規律の強制というよりは, 社会的調整＝その都度の問題点の除去という方が実態に近いであろ

う(78). また長老会は証明書の発行や証人からの聞き取りによって, 受け入れるべき成員の選別を

も行っていた. ここでも教会間のネットワークが重要な役割を果たしている. カルヴァン派の教

会規律とネットワークは, 成員の規律化には至らなかったとしても, ニーダーラインにおけるカ

ルヴァン派教会の定着にとって, 重要な寄与を果たした. それは, 下からのカルヴァン派教派体

制化の動きへとつながってゆく.

おわりに

16 世紀後半のネーデルランド反乱を背景として, 隣邦クレーフェ公国には大量の亡命者が流

入した. クレーフェ公国には, クレーフェ公とその評議会, 領邦議会, 都市当局といった多様な

統治権力が存在しており, それぞれ教派体制化の主導権をめぐって競合していた. ネーデルラン

ドのスペイン総督もそれに介入した. このような状況下で, 亡命者問題はまさしく彼らの争点の

一つとなった. 結論的には, 都市当局の主導下に亡命者の受け入れがなされた. その代表的な都

市が, クレーフェ公国第一の商業都市ヴェーゼルであった.

ヴェーゼル市は, ネーデルランドと地理的に隣接し, 日常的に商業取引を行っていた. またヴェー

ゼル市は, クレーフェ公国の代表的なプロテスタント都市でもあった. さらに, 当時この都市は

主要産業である毛織物工業の不振に悩んでおり, ネーデルランドからの新技術の移転を切望して

いた. したがって 1544 年以来, ネーデルランド人亡命者がここに流入し, 1568 年頃には 1000

人弱に達したと推定される. 1582 年時点で, 亡命者のうちおそらく半数以上は, カルヴァン派

長老会に組織されていたと見られる. 彼らを通じた技術移転による, 都市の経済発展は, ヴェー

ゼル市におけるカルヴァン派の定着を確かなものとした. 1570 年代以降, この都市を中心に,

ニーダーラインのカルヴァン派教会会議ネットワークが形成されてゆく.

ニーダーラインのカルヴァン派は, 4 段階の教会会議を形成した. まずヴェーゼルのゲマイン

デ長老会は, 長老・執事・教師・説教師の 4 つの職制を備え, 前二者は長老会が選んだ候補者の
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中から選出された. 彼らはほぼ毎週会議を開き, 3～4 つの同郷団と 4 つの地区という, 独自の

活動の単位を通じて, 選挙, 救貧, 社会的調整等を行っていた.

ゲマインデ長老会の上位に, クラッセ会議が存在した. クレーフェ公国諸都市の長老会はこれ

に組織され, 年に数回会議が開かれた. ここでは, ゲマインデ役職者の監督, 教会規律の上級審,

教義問題の討議等が行なわれた. ヴェーゼル長老会は, ここで主導的な地位を占めていた.

そのさらに上位に, ニーダーラインとオストフリースラントを管轄する地方教会会議と, 亡命

ネーデルランド人教会全体の総会＝大会も置かれた. 1610 年にニーダーライン大教会会議が創

設されるまで, ヴェーゼル長老会は, オランダ (ミッデルブルフやドルドレヒト) の教会会議と

も連絡をとっていた.

ヴェーゼル長老会は, 書簡や人の往来を通じて, これらの教会会議に組織されたネットワーク

を維持していた. 彼らは教会会議を通じて, いわゆる亡命者神学を形成し, 末端のゲマインデ長

老会に大きな裁量の余地を残しつつ, 他教派との差異化を図った.

ヴェーゼル長老会は, 困窮した成員たちのために募金を集め, 他都市のゲマインデと送金し合

い, 経済的に支えあった. 諸ゲマインデの水平的統合に基づくその資金は, ときには救貧を通じ

てヴェーゼル・ゲマインデ内の垂直的な統合にも寄与する場合があった. また長老会は, 説教師

不在のゲマインデのために, 説教師の仲介や審査を行い, 各地のゲマインデの維持に尽力した.

さらに彼らは, 教会規律を通じて亡命者と在地住民との摩擦を最小限にとどめるよう努力し, 証

明書の発行を通じて亡命者の身元確認も行った.

こうしてカルヴァン派の教派ネットワークによって, 各地の亡命者の生存と教会の維持, 教義

の明確化が図られた. ヴェーゼル都市当局に事実上公認されていた, この長老派教会会議に組織

化されたネットワークは, ｢下からの｣ カルヴァン派教派体制化と解することができよう. これ

により, クレーフェ公による ｢上からの｣ カトリック教派体制化は, 実現されなかったのである.

こうした動向を実現させた要因として, ヴェーゼル都市当局側の動向を検討することが必要で

あろう. カルヴァン派亡命者は, 高い技能をもち, ボンバジン等の新興産業を都市にもたらした.

この経済的要因と都市当局サイドの対応との関連については, 今後の研究課題としたい.
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